
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対の主表面を有する透光性シート状物の一方の端面から照明光を主表面に対して傾い
た角度で入射させる光源と、シート状物の主表面の少なくとも一方から出射する光を受光
する受光部と、シート状物の光入射端面と検査位置との距離を算出する距離算出手段と、
シート状物の光入射端面と検査位置との距離に応じて光源から出射される光の光量を変化
させる光量変動手段と、閾値に基づいて受光部の各受光素子からの出力を二値化処理する
ことにより、シート状物中の欠陥を光学的に検出する信号処理部〔Ｉ〕とを有する透光性
シート状物の欠陥検査装置。
【請求項２】
　受光部によりシート状物の検査範囲が全て走査されるようにシート状物と受光部との相
対的な位置関係を変更する移動装置を有する請求項１に記載の透光性シート状物の欠陥検
査装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、透光性シート状物中の気泡または異屈折率ゲル状異物等の欠陥を光
学的に検出する 装 関する。
【０００２】
【従来の技術】
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従来、透光性を有するシート状物の検査を行う場合、その性質を利用して光学的に検査す
る方法が採用されている。
【０００３】
たとえば、透光性シート状物の一方の主表面側から光を照射し、他方の主表面側に配置さ
れた受光部で透過光を受光し、シート状物内の欠陥によって光が散乱して受光量が減少し
た部分を欠陥として検出する方法が知られている。この様な透過照明を用いる方法におい
ては、正常部分からの透過光の光量が大きいので、小さな欠陥による受光量の減少を検出
しにくく、正常部分からの透過光の受光量を小さくするには、受光部や照明装置の方向の
非常に微妙な調整が必要であった。また内部欠陥と主表面に付着したほこりとの区別が難
しいという欠点があった。
【０００４】
これを改良するものとして、シート状物の端面からシート状物内に光を入射させ、２つの
主表面による内面全反射を利用してシート状物内を導光させ、欠陥により反射または散乱
されて主表面から出射する光を検出する方法が、特開昭６１－２８４６４８号公報に開示
されている。
【０００５】
この方法は欠陥に起因する光を検出するものであって、正常部分が発する光量は小さい。
従って、入射光量を増大させることにより、正常部分が発する光量と欠陥からの反射又は
散乱光との光量差を大きくすることができ、容易に検出感度を向上させることができる。
またこの方法はシート状物上に乗った埃等を検出せずに、内部欠陥だけを検出し得るとい
う利点がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、この方法においては、端面から入射した光がシート状物内を反射を繰り返しなが
ら通過する内に、漏光やシート材料による光の吸収等により光が次第に減衰するため、光
入射端面からの距離によってシート状物から出射する光量が異なる。また、受光部側の問
題として、画角を有する受光部を用いて検査する場合、各受光素子は受光方向と異なる方
向からの光を受光する。検査位置によって受光方向と光の方向がなす角度、即ち受光角は
異なり、受光角により受光素子の受光率は異なるため、検査位置によって受光部からの出
力が異なる。
【０００７】
即ちこの方法は、特にシート状物の検査範囲が広い場合において、検査位置によって受光
部からの出力のレベルが異なるため、安定した検査を行うことが困難であった。そのため
特に液晶用ガラス基板などの精密な検査を要するものの検査において不都合があった。
本発明の目的は、欠陥の位置に関係なく安定した高精度の欠陥検査を行うことができる透
光性シート状物の欠陥の検査装置および検査方法を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明の要旨は、一対の主表面を有する透光性シート状物の一方の端面から照明光を主
表面に対して傾いた角度で入射させる光源と、シート状物の主表面の少なくとも一方から
出射する光を受光する受光部と、シート状物の光入射端面と検査位置との距離を算出する
距離算出手段と、

値に基づいて受光部の各受光素子からの出力
を二値化処理することにより、シート状物中の欠陥を光学的に検出する信号処理部〔Ｉ〕
とを有する透光性シート状物の欠陥検査装置（第一の発明）である。
【０００９】
　また、本発明の要旨は、

シート状物の主表面の少なくとも一
方から出射する光を受光し、シート状物の検査範囲全面を読み取ることができる一つ又は
複数の受光部 入射端面と検査位置との距離に応じて異なる閾値に基づいて受光部の
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シート状物の光入射端面と検査位置との距離に応じて光源から出射され
る光の光量を変化させる光量変動手段と、閾

一対の主表面を有する透光性シート状物の一方の端面から照明
光を主表面に対して傾いた角度で入射させる光源と、

と、光



各受光素子からの出力を二値化処理することにより、シート状物中の欠陥を光学的に検出
する信号処理部〔 II〕を有する透光性シート状物の欠陥検査装置（第二の発明）である。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明において検査対象となる一対の主表面を有する透光性シート状物（以下単に「シー
ト」という）は、例えばガラスやアクリル樹脂等の透光性を有する素材からなる。なお、
主表面とはシート表面のうち、広い面積を有する対向した面のことをいう。シート主表面
及び端面は平面であることが好ましく、主表面は互いに平行であることが好ましい。
【００１４】
以下適宜図を参照しつつ、本発明の概要を説明する。
図１は本発明の欠陥検査装置を、被検査体であるシート７の側面から見た模式図である。
検査対象であるシートはシート状物保持部３によって保持され、光源１によって光がシー
ト内に入射される。シート中の欠陥によって反射・屈折した光はシート主表面（以下「シ
ート表面」という）から出射され、受光部２によって受光される。その際レンズ２１は検
査範囲からの光を集める。受光部からの信号は信号処理装置４によって処理され、信号処
理装置はホストコンピュータ５によって制御される。欠陥情報はＣＲＴ６によって表示さ
れる。また図中θ 1は光源からシートに入射される光とシート表面とがなす角度（以下「
入射角」という）、θ 2は受光部が最もよく光を受光する方向（以下「受光方向」という
）とシート表面とがなす角度である。
【００１５】
図２は光源方向から受光部とシートをみたときの図である。受光部とシートとの間の破線
は受光部が受光する範囲を示し、一点鎖線は受光方向を示す。
シートのｙ方向の一方の端面（以下適宜「光入射端面」という）から、シート表面に対し
て入射角θ 1で入射された光（以下「入射光」という）はシート表面により内面反射して
略ｙ方向に伝搬されるため、光はシート表面から実質的に出射されない。しかし、シート
内に気泡や異屈折率のゲル状異物等の欠陥が存在すると、それにより屈折又は反射した光
がシート表面から出射される。従って正常部分は暗く、欠陥部分は明るくなる。一方受光
部はシート表面からの光を受光する。その後受光部からの信号を閾値を境に二値化するこ
とにより、前記シート中の欠陥を検出することができる。ところで、シート端面から入射
した光はシート内で吸収されたり漏光して減衰する。そのため、光入射端面から遠い位置
においては光量が小さくなっているので、欠陥によりシート表面から出射する光の光量も
小さくなる。従ってこの光を受光部により受光した場合、その出力レベルは検査位置によ
り異なる。
【００１６】
一方受光部として画角を有する受光部を用いる場合、即ち図２に示すように受光部がその
受光面積よりも広い検査範囲の光をレンズなどによって集めて受光する場合がある。この
範囲を角度で示したθ 3が画角である。検査範囲からの光は集束しながら受光部にはいる
ので、その光の進行方向は様々である。ここで各受光素子の受光方向が検査範囲からの光
の進行方向に向けられていた場合、各受光素子の受光方向と検査範囲からの光の進行方向
とがなす角度（以下「受光角」という）は全ての受光素子について０度となる。しかし、
通常各受光素子の受光方向は一定方向に向けられているため、ほとんどの検査範囲からの
光は受光方向と傾いた方向から受光素子にはいる。例えば図２においては破線とシート表
面が交わる部分からの光は略θ 3の受光角をもって受光素子にはいる。受光角により受光
素子の受光率は異なるため、やはり検査位置によって受光部からの出力レベルは異なる。
【００１７】
　そこで、１）本発明の第一の態様においては、光入射端面と検査位置との距離により閾
値を調整し（以下適宜「閾値調整手段１」という）、２）第二の態様においては第一の態
様において更に検査位置による受光角の違いを加味して閾値を調整する（以下適宜「閾値
調整手段２」という）。３）第三の態様においては第一、第二の態様において、閾値を調
整する代わりに入射光量を変動させる（以下それぞれ「光量調整手段１」、「光量調整手
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段２」という）
【００１８】
以下本発明をより詳細に説明する。
本発明においてシートの保持態様は特に限定されず、その端部を保持する構成にすること
も載置台を設けてその全体を保持する構成にすることも可能である。
シート端面からの入射光はシート表面に対して所定角度に傾いている。このときシート表
面に対して臨界角をこえて入射された光はシート内で反射せず、外部に出射されるため、
入射角は臨界角以下であることが好ましい。臨界角をこえて入射される成分はシート外部
に漏光するため検査の役に立たず、さらに受光部により受光されて欠陥と誤認されるおそ
れがあるため少ない程良い。なお臨界角は、シートの屈折率及び外部の屈折率により異な
る。例えばガラス板を空気中で検査する場合、その臨界角は３５度程度であり、入射角θ

1は０度～３０度の範囲内であることが好ましい。
【００１９】
シート端面から入射させる光としては、入射角の調整を容易にするため指向性のある光が
好ましく、また、光をシート全面に行き渡らせるため強い光であるほど好ましい。このよ
うな条件を満たす光源として、光ファイバを用いたライン状光源などが挙げられる。シー
トのｙ方向の長さが短い場合、強い光でなくてもよく、例えば蛍光灯やロッド状光源など
にスリットを付けて指向性を高めて光を入射させることにより同様の効果が得られる。
入射光を正確に制御するため、シートの光入射端面と光源とはできるだけ近づけておくこ
とが好ましい。
【００２０】
受光部はシート表面の少なくとも一方から出射する光を受光する。通常表面のいずれか一
方から受光する構成にするが、両方から受光するような構成をとっても差し支えない。
また、シート内を伝搬してくる光が欠陥によって反射又は屈折し、シート表面から外部に
出射される方向は様々であるため、出力が十分に得られれば受光部の受光方向は特に限定
されない。しかし、出射光量の多い方向は欠陥の種類などに依存する傾向があるので、特
に検出したい欠陥の種類に応じて出射光量の大きい方向に受光方向を設定することが好ま
しい。例えば、ガラス基板の泡欠陥を検査する場合は、欠陥によって反射する光の成分よ
りも屈折する光の成分が多いため、光入射端側（図１の左側）に出射する成分よりも逆側
（図１の右側）に出射する成分が多い。そのうちガラスの臨界角をこえた成分が外部に出
射することが多いことから、この場合受光方向は光入射端と逆側のガラス表面方向に対し
て３０度～６０度くらいに設定することが望ましい。装置全体がコンパクトにまとまるよ
うに考慮して設置することがさらに好ましい。
【００２１】
受光部としては例えばラインセンサ、エリアセンサなど公知のものを用いることができる
。また、ＣＣＤカメラを用いることが好ましいが、フォトダイオード等によっても対応で
きる。光入射端面と検査位置との距離をより正確に把握するためには受光部としてライン
センサを用いることが望ましい。受光部としてラインセンサや受光範囲の小さいエリアセ
ンサなどシートの検査範囲全域をカバーすることができないものを用いる場合は、受光部
が検査範囲全体を走査するように検査対象となるシートと受光部との位置関係を相対的に
移動させる移動機構を用いることによって、検査範囲全体を連続して検査することができ
る。このような移動機構としては受光部とシート保持部の一方を移動させる構成、両方を
移動させる構成のいずれもとりうる。装置を単純化するため受光部を移動させるのが好ま
しい。移動のための駆動装置としては公知のものを用いることができる。
なお、一つ又は複数の受光部により検査範囲全面をカバーする場合には、移動機構は必ず
しも必要としない。
【００２２】
また、光入射方向と受光方向をシート表面（図中ｘｙ平面）上に投影したとき、両者は互
いに平行であることが好ましい。ｙ方向に入射される入射光のｙ方向の光量分布と、欠陥
に起因する出射光のｙ方向の光量分布とは相似する傾向があるからである。
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【００２３】
本発明の第一の態様においては光入射端面と検査位置との距離を距離算出手段により算出
し、閾値調整手段１は、その距離に応じて各検査位置に対応する受光素子からの出力を後
述のように信号処理する際の閾値を調整する。なお、距離算出手段及び閾値調整手段には
シーケンサやコンピュータなどの各種情報処理装置を用いることができる。
【００２４】
光入射端面と検査位置との距離は、受光素子の位置や受光方向、移動装置を用いる場合は
移動距離等から算出することができる。例えば受光部としてラインセンサを用いる場合、
ラインセンサをその検査範囲がシートの光入射端面と平行になるように設置し、光入射端
面と検査範囲の平行関係を保ったまま両者を相対的に移動させ、移動距離に基づき距離を
算出するような構成にすれば距離を容易に把握することができ、好ましい。また、広範囲
を検査しうるエリアセンサ等の受光部を用いる場合、受光素子の位置や移動距離等に基い
て光入射端面と素子ごとの検査位置との距離を算出するような構成にすることが好ましい
。
【００２５】
なお、閾値を調整する際に用いられる距離は必ずしも絶対値でなくてもよいので、閾値を
調整する際の距離として、移動距離の代わりに経時カウンタなどにより測定される移動時
間を用いることもできる。移動速度が一定でなく、速度が変化する場合は、例えば速度が
一定である場合の時間の測定と速度が変化する場合の時間の測定にそれぞれ速度変化に対
応した別の経時カウンタを用いることにより、時間値を移動距離に相当する値として用い
ることができる。
【００２６】
受光部として検査範囲全面をカバーするものを用いる場合には、各受光素子の検査範囲が
固定されているので、各受光素子について光入射端面と検査位置との距離は変化しない。
従って、この場合は距離算出手段、閾値調整手段１を用いず、受光素子それぞれからの出
力に対してあらかじめ閾値を設定し、後述のように信号処理することも可能である。また
、距離算出手段を用いず、閾値調整手段１だけを用いて、閾値の調整を行い、その閾値に
基づき信号処理することも可能である。
【００２７】
光入射端面と検査位置との距離とシート表面からの光出射量との関係は検査するシート材
料などにより異なるため、閾値の調整方法はそれに応じて決定する。シート中のある位置
におけるシート表面からの光出射量は、その位置においてシート内部を伝搬する光量にほ
ぼ比例するので、閾値の調整は例えば見本となるシートについて光入射端面からの距離と
、シート内部を伝播する光の減衰率または減衰量等との関係を実際に測定し、その値に基
づいて行われる。なお、より正確に閾値を調整しようとする場合には、光入射端面からの
距離が異なる位置に同じ形状の欠陥を有するシートを製作し、欠陥検査時と同じ条件で、
欠陥によりシート表面から出射する光の光量を測定し、その値に基づいて行う方法もある
が、この方法は煩雑である。具体的な演算処理としては光の減衰がない場合において基準
となる閾値を設定し、その基準閾値と距離ごとの光減衰率とを乗算する方法を用いること
が好ましい。閾値の調整にコンピュータなどを用いる場合にはこの測定結果から光入射端
面からの距離と光減衰率の関係を近似する関数を求めておき、それを用いると正確な処理
を容易に行うことができ好ましい。
【００２８】
以下本発明の第一の態様について、例を挙げて具体的に説明する。図３はサンプル▲１▼
～▲４▼の４種類のガラス基板について、その光入射端面から検査位置までの距離と光量
との関係を測定し、近似式を算出し、グラフに示したものである。この近似値は、測定対
象となる品種であって、長さの異なるサンプルを用意し、それぞれ一方の端面から長さ方
向に光を入射させ、他方の端面から出射する光の光量を測定し、その値に基づいて算出さ
れたものである。
【００２９】
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図３に示される近似式は指数関数式
α＝Ｄｅ E Y 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （４）
（αは光減衰率、Ｙは光入射端面と検査位置との距離、Ｄ，Ｅは係数である。）
である。なお、図３においては光入射端面であるＹ＝０ｍｍの位置の光減衰率を１（１０
０％）としている。また、サンプル▲１▼～▲４▼についてはＤ＝１であり、Ｅの値は順
に－０．０００５、－０．００１１、－０．００１９、及び－０．００４６である。
【００３０】
この場合サンプル▲４▼で言えば、Ｙ＝５００ｍｍの位置に欠陥があった場合はＹ＝２０
０ｍｍに欠陥があった場合に対して約１／４倍の出力低下がある。そこで、後者の閾値を
１／４にすることで同じような精度で欠陥を検出することができる。即ち、基準となる閾
値に光減衰率を乗算することでより正確な検査を行うことができるようになる。例えば下
記式（１）を用いることが好ましい。
【００３１】
閾値＝基準閾値×Ｄｅ E Y 　 　 　 　 　 　  （１）
（Ｙは光入射端面と検査位置との距離、Ｄ，Ｅは係数である。）
一方本発明の第二の態様においては、画角を有する受光部を用いる場合により正確な検査
を期すために、閾値調整手段２によって、前記第一の態様でなされる補正に更に素子ごと
の受光角の違いに基づく受光素子の出力レベルの違いを加味した閾値の補正がなされる。
例えば、図４は検査時において検査位置に相当する位置から、ｘ方向一列に５０００個（
端から受光素子番号１～５０００番とする）の画素を有するラインＣＣＤカメラに光を照
射し、中心に位置する画素の受光率が最大になるように受光方向を調整し、受光素子ごと
の出力比を測定し、近似式を算出したものの一例をグラフに示したものである。図４に示
された関数は、
β＝ＡＸ 2＋ＢＸ＋Ｃ　　　　　　　  （５）
（βは受光率、Ｘは素子の位置、Ａ，Ｂ，Ｃは係数である。）
の二次関数である。なお式（５）及び図４において、受光率が最大となる画素（受光素子
番号が２５０１番の画素）について、受光素子の位置Ｘ＝０とし、この場合の受光率を１
（１００％）としている。
【００３２】
このとき、中心から２０００画素の位置に欠陥があった場合は中心の画素に欠陥があった
場合に対して約０．８倍の出力低下がある。そこで、閾値を０．８倍することで同じよう
な精度で検出することができる。即ち、閾値調整手段１により補正された閾値に更に受光
率を乗算することでより正確な検査を行うことができるようになる。例えば下記式（２）
を用いることが好ましい。
【００３３】
閾値＝基準閾値×Ｄｅ E Y  ×（ＡＸ 2＋ＢＸ＋Ｃ）　　　（２）
（Ｘは素子の位置、Ａ，Ｂ，Ｃは係数である。）
なお、ここでは一方向に画素が配列されたラインセンサを用いた場合についてのみ説明し
たが、エリアセンサなど二次元的な画素配列を有するものであって、ｘ、ｙ方向に画角を
有するものについては、ｘ、ｙ方向について同様の処理を行うことにより閾値を調整する
ことができる。
【００３４】
本発明の第三の態様として、閾値を調整する代わりに光量を調整することもできる。即ち
閾値調整手段の代わりにそれぞれ光量変動手段１、または光量変動手段２を用いることも
できる。例えば、光量が減衰したり、受光部の出力が小さくなる場合即ちそれぞれ光入射
端面と検査範囲の距離が遠い場合、ＣＣＤの受光率が小さくなる場合等はシートに入射さ
せる光量を増加させる。光量の増加率（量）については前述のように光減衰率（量）や受
光率の変化の傾向を測定し、それに基づいて決定することができる。このような光量変動
手段としては、各種情報処理装置などを用いることができる。
【００３５】
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本発明の第四の態様として、閾値を調整する代わりに各受光素子からの出力を調整するこ
ともできる。即ち閾値調整手段の代わりにそれぞれゲイン調整手段１、またはゲイン調整
手段２を用いることもできる。受光素子からの出力の調整後の値を以下「ゲイン調整値」
という。例えば、光量が減衰したり、受光素子からの出力が小さくなる場合即ちそれぞれ
光入射端面と検査範囲の距離が遠い場合、ＣＣＤの受光率が小さくなる場合等はその受光
素子からの出力を増幅させる。出力の増幅率（量）については前述のように光減衰率（量
）や受光率の変化の傾向を測定し、それに基づいて決定することができる。例えば式（４
）に示した光減衰率の逆数を受光素子からの出力に乗算することにより、光入射端面と検
査位置との距離に応じて調整されたゲイン調整値を得ることが可能である。従ってこの場
合ゲイン調整手段１は下記式（３）の演算を行うことによりゲイン調整値を得るように構
成されることが好ましい。
ゲイン調整値＝受光出力値×｛１／（Ｄｅ E Y）｝　　　　（３）
（Ｙは光入射端と検査位置との距離、Ｄ、Ｅは係数である。）
このようなゲイン調整手段としては、各種信号処理装置や各種情報処理装置などを用いる
ことができる。
【００３６】
なお、本発明の第一、第二の態様において、これらの閾値調整処理は必ずしも各受光素子
単位で行う必要はなく、また受光部が一回走査する毎に行う必要はない。例えばある一定
範囲の受光素子を纏め、その範囲内の受光素子について一律にその範囲内で平均的な閾値
を設定することもできる。又、受光部の複数回の走査について一律に平均的な閾値を設定
することもできる。各受光素子ごとに、又各走査ごとに閾値の調整を行えば検査の正確性
は増すものの処理が煩雑になる。一方一律に処理する範囲を広げすぎると簡便ではあるが
検査の正確性が犠牲になる。従って、一律に閾値を設定する範囲及び受光部の走査回数は
要求される検査精度等により適宜設定すればよい。閾値を調整する代わりに光量を調整す
る第三の態様においても同様のことが言える。
また、本発明の第四の態様においても同様に受光素子の出力を調整する処理を必ずしも各
受光素子単位で、また各走査毎に行う必要はない。ある一定範囲について一律にゲイン調
整値を算出する場合、その範囲は前記の閾値調整処理の場合と同様に要求される検査精度
等により適宜設定すればよい。
【００３７】
また、本発明の第二、第三、及び第四の態様において、受光部としてＣＩＳ（密着型イメ
ージセンサ）等の等倍で結像するものを用いた場合は、画角が小さいので受光角の違いに
よる閾値や光量の調整は検査の正確性に大きな影響を及ぼさない。
【００３８】
第一、第二、または第三の態様によって閾値や照射光量を調整しながら、または調整した
後、第一もしくは第二の態様において用いられる信号処理部〔Ｉ〕又は第三の態様におい
て信号処理部〔Ｉ〕の代わりに用いられる信号処理部〔 II〕は受光部からの出力を閾値に
基づいて二値化し欠陥を検出する。第四の態様において信号処理部〔Ｉ〕の代わりに用い
られる信号処理部〔 III〕はゲイン調整値を所定の閾値を用いて二値化し、欠陥を検出す
る。信号処理部としてはコンピュータなどの各種情報処理装置などを用いることができる
。
なお、距離算出手段、閾値調整手段、信号処理部としてそれぞれ別々の装置を用いてもよ
いし、複数の処理を行うことができる装置を用いてもよい。閾値調整手段の代わりに光量
変動手段を用いる場合も同様である。また、閾値調整手段の代わりにゲイン調整手段を用
いる場合も同様である。
【００３９】
【実施例】
以下実施例により本発明をさらに詳細に説明する。
実施例１
照明装置としては光ファイバを一列に並べ、一端に光源を配置したライン状光源を用い、
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これを図１に示すようにシートの端面からシート内に光が入射するように配置した。検査
対象となるシートは液晶用ガラス基板であった。ガラス基板は黒色板状体の上に載せて保
持した。ガラス主表面とライン状光源からの光の照射方向とがなす角度θ 1は１０度にな
るように設定した。ライン状光源の照射端とガラス端面との距離は１ｍｍに設定した。受
光部としてはラインＣＣＤカメラ（三菱レイヨン株式会社製ＳＣＤ－５０００、画素数は
５０００）を４台用い、図２に示すように、これらの検査範囲とライン状光源の照射端と
の長手方向（ｘ方向）が平行になるようにこれらを配置した。これらの検査範囲はガラス
の幅方向（ｘ方向）の範囲を全てカバーしている。また、図１のようにこれらの受光方向
とガラス表面とがなす角度θ 2は４５度に設定した。なおこの角度θ 2はガラス基板中の泡
欠陥を主として検出することを念頭に置いて設定されたものである。このラインＣＣＤカ
メラは図示しない移動装置により図１のｙ方向に移動するような構造になっており、ガラ
ス全体を走査できる。
【００４０】
一方、検査対象とする品種のガラス基板であって、ｙ方向の長さが異なるガラス基板を用
意し、それぞれ一方の端面から長さ方向に光を入射させ、他方の端面から出射する光の光
量を測定した。測定結果に基づきガラス基板内の端面からの距離と光量との関係を示す近
似式を算出し、図３にサンプル▲４▼として示される指数関数式α＝ｅ - 0 . 0 0 4 6 Yを得た。
【００４１】
ここでラインＣＣＤカメラを前述のように移動させながらガラス表面からの光を受光し、
この移動距離に基づいて光入射端面から検査位置までの距離を算出した。また、光入射端
面と検査位置との距離の変化に応じて式（６）に基づき閾値を調整しながら、信号処理装
置においてカメラからの出力を二値化して欠陥を検出した。なお、基準となる閾値は検査
位置が入射端面（Ｙ＝０ｍｍ）の位置である場合の閾値に等しく設定した。
閾値＝基準閾値×ｅ - 0 . 0 0 4 6 Y　　　　　（６）
なお、距離算出、閾値調整、信号処理は全て一台のコンピュータ中で行った。検査結果は
良好であり、ガラス基板の欠陥、特に気泡を欠陥の位置に関係なく安定して検出すること
ができた。
【００４２】
実施例２
検査時において検査位置に相当する位置からラインＣＣＤカメラに光を照射し、中心に位
置する画素の受光率が最大になるように受光方向を調整し、受光素子ごとの出力比を測定
し、近似式を算出したところ、図４に示される二次関数β＝（－５×１０ - 8）Ｘ 2＋１を
得た。
【００４３】
受光素子の位置と受光率の関係を導くため以上の操作を事前に行い、式（６）で得られる
閾値にラインＣＣＤカメラ素子毎の受光率をさらに乗算した式（７）を実施例１の式（６
）の代わりに用いた他は実施例１と同様にガラス基板の欠陥を検査した。
【００４４】
閾値＝基準閾値×ｅ - 0 . 0 0 4 6 Y×｛（－５×１０ - 8）Ｘ 2＋１｝　　　（７）
検査結果はより良好であり、ガラス基板の欠陥、特に気泡を欠陥の位置に関係なくより安
定して検出することができた。
【００４５】
実施例３
実施例１においてラインＣＣＤカメラのｙ方向への移動中においてラインＣＣＤカメラの
移動開始からの時間を継続的に測定し、その値を光入射端面から検査位置までの距離に相
当する値として出力する経時カウンタを用い、また後述するコンピュータからの電圧によ
り制御され、カメラからの受光素子の出力を調整してゲイン調整値を出力するゲインアン
プを用いた。
【００４６】
また、距離算出、閾値調整、及び調整された閾値に基づく信号処理を行うコンピュータの
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代わりに、経時カウンタからの信号に基づいて算出される光減衰率αの逆数を電圧値とし
て出力してゲインアンプを制御し、ゲイン調整値を所定の閾値により二値化処理して欠陥
を検出する信号処理するコンピュータを用いた。
【００４７】
これら以外の点については実施例１と同様にしてガラス基板の欠陥を検査した。即ち、本
実施例においては経時カウンタから出力される光入射端面から検査位置までの距離に相当
する値に応じて下記式（８）に基づいたゲイン調整値を得、そのゲイン調整値を二値化処
理することにより欠陥を検出した。
ゲイン調整値＝受光素子出力値×（１／ｅ - 0 . 0 0 4 6 Y）　　　　　（８）
検査結果は良好であった。
【００４８】
【発明の効果】
本発明のシートの欠陥の検査装置および検査方法は、シートの検査範囲が広い場合であっ
ても欠陥の位置に関係なく安定した精度の高い欠陥検査を行うことができる。特に液晶用
ガラス基板などの精密な検査を要するものの検査に好適である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の欠陥検査装置の模式側面図である。
【図２】光源方向からみた受光部とシートの配置関係を示す図である。
【図３】シートの光入射端面からの距離と光減衰率との関係を示す図である。
【図４】受光素子のｘ方向の位置と受光率の関係を示す図である。
【符号の説明】
１　光源
２　受光部
４　信号処理装置
７　透光性シート状物
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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